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資産運用会社における業務方法書の変更に関するお知らせ 

 
大和証券オフィス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する大和リアル・

エステート・アセット・マネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、本日の取

締役会において、業務方法書の内容の一部を変更（以下「本件変更」といいます。）することを決議い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．業務方法書の変更及び理由 

本資産運用会社は、本資産運用会社が行う業務の種別に第二種金融商品取引業（金融商品取引法第28
条第2項に規定する業務及び、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第 196 
条第 2 項に規定される業務）を追加するために変更登録を申請しており、それに伴って、以下の通り

業務方法書の変更を行います。第二種金融商品取引業を追加することに関する変更登録申請については、

平成24年2月23日付け「資産運用会社における変更登録申請に関するお知らせ」をご覧ください。 
 
（１） 本資産運用会社が行う業務の種別に、第二種金融商品取引業を追加することに伴い、第二種金

融商品取引業に関する条文を記載いたします。 
 
（２） 本資産運用会社が行う投資運用業の種別に、投資一任契約に基づく投資運用業（以下、「本業務」

といいます。）に関する条文を記載いたします。 
 

なお、第二種金融商品取引業につきましては、現在変更登録の申請手続き中であり、登録申請の完了後

に業務を実施することが可能となります。 
 
２．業務方法書の変更日及び届出予定日 

（１） 変更日  
平成24年4月1日 
 

（２） 届出予定日  
金融商品取引法に基づき変更から遅滞なく金融庁長官に対して届け出ます。 
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３．本件変更による効用 

本資産運用会社は、本件変更に伴って、本投資法人が行う業務に加えて、今後は本投資法人以外の投資

法人または不動産ファンドの運用を行うことが可能となり、本投資法人においても以下のような効用が

期待されます。 
 
（１） 本資産運用会社が本業務を行うことで、本資産運用会社が運用する資産規模が拡大するため、

本資産運用会社の不動産売買・賃貸市場における存在感が高まり、本投資法人の物件売買・賃

貸に関する情報を広く収集できることとなります。 
 
（２） 本業務の開始に伴い、物件運用にかかる人員が拡大するとともに、本業務を通じて新たに多様

な運用手法を駆使することで、資産運用会社としての運用能力向上を図り、本投資法人の価値

の増大につなげてまいります。 
 
４．利益相反の防止について 

本投資法人の主たる投資対象がオフィスであるのに対して、本業務の主たる投資対象はオフィス以外と

することで、本投資法人と本業務が行う業務に生じうる利益相反を防止いたします。 
 

５．今後の見通し 
本件による本投資法人の運用状況への影響はなく、平成24年5月期（平成23年12月1日～平成24年5月31
日）の運用状況の予想の修正はありません。 
 

以 上  

 


